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研究成果の概要（和文）：本研究は、現代行政国家における広範かつ抽象的な立法権委任に基づく議会制民主主
義の形骸化に、我が国が如何に対処すべきか、その方法論を探るべく、英国議会の憲法委員会を研究対象に設定
し、比較法的視座から、我が国における有効な委任立法統制の制度設計・運用を検討するものである。本研究で
は、英国における「憲法保障の支柱」として、これまでに英国憲法委員会が重大な憲法問題である委任立法の問
題に対して展開してきた一連の施策を精査することで、かかる専門委員会の実効性・有用性、さらに、我が国で
も同様の専門委員会を創設する必要性を立証することができた。

研究成果の概要（英文）：This research focuses on the comparative study of the constitution committee
 in the U.K. and considers the useful institutional design and operation in Japan for the purpose of
 examining how we should cope with the problem of losing substance of the parliamentary democracy by
 delegating broad and abstract legislative powers to the government in the modern administrative 
state. This research verifies the effectiveness and the usefulness of the U.K. constitution 
committee that implements vigorous measures regarding controls over delegated legislation as "a 
pillar of constitutionalism" and the necessity to establish such an expert committee in Japan as 
well.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
近年、我が国でも、働き方改革関連法・IR法・出入国管理法の審議過程において、立法権委任に基づく議会制民
主主義の形骸化が大きな問題として取り上げられたことは記憶に新しい。現代行政国家において、委任立法は必
然的な法現象といわれる。また、大規模自然災害が発生した際には、大幅な立法権が行政府に委任されることが
容易に推測される。平時・有事を問わず、如何なる状況においても、議会統制の喪失によって国家権力が濫用さ
れることがないように、この委任立法統制の仕組みを構築することは不可避である。本研究では、英国議会の経
験知から示唆を得て、その方法論の一つを研究成果として提示することができたといえる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
 
 我が国では、憲法上、国会を「唯一の立法機関」（憲法 41 条）と規定するものの、実際の立
法は行政府の手に委ねられている。現代行政国家において、法案の起案・審議・確定の一連の
過程を国会のみで処理することには限界がある。国家機能が複雑化・多様化した現代では、金
融・経済・医療・教育・社会福祉・社会保障・公衆衛生等のあらゆる政策分野で行政的介入が
余儀なくされている。このような現代型の立法に関する特徴として、毎年成立する法律の大半
が内閣提出によるものであること、また、法律の具体的内容は行政命令に委任されていること
が挙げられる。この点で、内閣提出による法案は少なくとも国会審議を経るものの、他方で、
行政に委任された立法事項は国会審議を経る必要すらないことが極めて重大な問題となる。 
 近年、我が国でも、働き方改革関連法・IR 法・出入国管理法の審議において、法案の中身が
まったく具体性を持たず、法案の具体的内容がほとんど行政の政省令に委任されており、国会
での実質的審議ができないとの問題が大いに批判されたことは記憶に新しい。まさに立法権が
行政府に過度に委任されていることで、我が国の議会制民主主義は形骸化の一途を辿っている
現状は否定し得ない。さらに、我が国の国会は、かかる現状になんらの有効な対応策を講じる
こともできずにいるのである。 
 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、かかる我が国の議会制民主主義の形骸化を是正するため、行政に対する立法権委
任に議会統制の機会を担保する方法論を検討することにある。すなわち、行政主導の立法過程、
延いては、行政府による政治支配状況の克服を目的としている。議会制民主主義を原則としな
がら、国会で審議される法案には具体的規範内容が伴わないため、実質的な審議は空洞化し、
法規範の実体は立法権を委任した以後に行政官僚の手によって策定される。しかも、その行政
命令には、事後的な国会の統制はまったく及んでいない。確かに、非常に錯雑とした予測不能
な現代社会において、あらかじめ全てを法案に規定することは不可能であり、また適切でない
との見解は否定し得ない。しかしそうであるなら、せめて行政府が制定した委任立法について、
事後的なチェックを行うことが「唯一の立法機関」である国会の責務として求められるだろう。
それがなければ、この社会は治者と被治者の自同性に立脚する民主主義原理を放棄したことに
なる。事後的議会統制を通じて、我が国の法規範定立という局面において抑制均衡及び民主制
原理を担保するのである。本研究の目的は、かかる委任立法に対する事後的議会統制のあり方
を調査・分析し、我が国での制度設計の方法論を構築することに存する。 
 
 
 
３．研究の方法 
 
 かかる委任立法に対する事後的議会統制という文脈において、世界で最も進んだ取組をして
いるのが英国議会といえる。英国では、長年に亘りこの問題を重大な憲法問題と捉え、就中、
21 世紀以降の議会改革の中で、委任立法を監督・統制する専門委員会の多様化・実質化によっ
て、議会の統制機能を飛躍的に向上させてきた。本研究は、その英国議会の経験知を参考にし
ながら、我が国の委任立法への議会統制の枠組構築に向けた理論的及び制度的研究を遂行する
ものである。具体的には、英国議会の統制に関するこれまでの経緯及び現状の調査、制度設計
及び制度運用の分析、それらを踏まえた課題と展望を検証し、我が国が如何なる制度構築を目
指すべきかを比較法的視座から検討を加えるものである。そのために、英国法専門のデータベ
ースから文献知を収集し、また、英国議会委員会の専門委員や研究者から情報提供を受け、数
多くの貴重な議会資料を入手することで、詳細な制度分析・調査を実施することができた。 
 
 
 
４．研究成果 
 
 以上の比較法研究を通じて、英国議会における委任立法統制の現状について、多くの貴重な
情報を収集・分析することができた。英国議会内では、委任立法の統制に関して、憲法委員会
（constitution committee）、制定法的文書合同委員会（Joint Committee on Statutory 
Instruments）、第二次立法審査委員会（Secondary Legislation Scrutiny Committee）、委任権
限・規制改革委員会（Delegated Powers and Regulatory Reform Committee）を中心とする数
多くの専門委員会が有機的に関与していることが明らかとなった。詳細な分析を行うには対象
があまりに広範囲に亘るため、本研究では、その中でもとりわけ重要度の高い憲法委員会に研
究対象を絞り込んだ。その結果として、現在、英国社会で当該憲法委員会は、「憲法保障の支柱」
と評価され、「憲法の守護者」としての上院の位置づけを実質化する不可欠要素を構成しており、



かかる憲法保障の一環として、議会制民主主義を形骸化させるがゆえに重大な憲法問題とされ
る委任立法の問題に精力的に取り組んでいる現状を確認することができた。さらに、実際に、
この憲法委員会の設立背景・経緯、制度枠組、制度運用、現状の課題と展望を検討することで、
かかる専門委員会の実効性・有用性、さらに、我が国でも同種の専門委員会を設立すべき必要
性を立証することができ、その研究成果は、拙稿「英国憲法保障における憲法委員会の意義」
ウエストロー・ジャパン総合法政策研究会誌 2号 1頁以下において公表している。 
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